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令和４年度諫早市農業委員会 第９回総会議事録 

 

１ 開催日時 令和４年１２月２６日（月）開 会 午後２時００分 ～ 閉 会 午後３時００分 

 

２ 開催場所 諫早市役所 本館８階 ８－２会議室 

 

３ 出席委員 （１８人） 

  会 長  ２０番 山開博俊 

  会長職務代理者  １９番  小森俊夫 

  農 業 委 員   １番 池田つや子    ３番 中尾貞治   ４番 久本純造 

    ５番 立森和富    ６番 前田貞松   ７番 中川一範 

    ８番 松尾正晴    ９番 長谷川 博  １０番 山口勇満 

   １２番 松本秀德   １３番 陣野昭則  １４番 山口廣三 

   １５番 澤久  進   １６番 周防克己  １７番 池田武弘 

   １８番 野副栄治 

 

４ 欠席委員 （２人） ２番 久保  繁   １１番 中島康範 

 

５ 付議事件 

第１号 農地法第３条の規定による許可申請書審議の件 

第２号 農地法第５条の規定による許可申請書審議の件 

第３号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等審議の件 

第４号 農地中間管理事業に係る「農用地利用配分計画」に対する意見聴取の件 

 

６ 報 告 

第１号 農地法第３条の３の規定による届出書受理の件 

第２号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知の件 

第３号 農地法第４条の規定による農地転用届出書受理の件 

第４号 農地法第５条の規定による農地転用届出書受理の件 

 

７ そ の 他 

 

８ 事 務 局 

        局 長 宇野和利   次 長 増山義洋   主 任 半田智也 

        事務職員 中山幸一   事務職員 山内  裕    
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９ 議 事 

（開会） 

議   長   これより、「令和４年度 諫早市農業委員会 第９回総会」を開会いたします。 

総会の定足数について、事務局より報告願います。 

事 務 局   総会の定足数につきまして、ご報告いたします。 

         農業委員会の在任委員２０名中、１８名の出席で定足数に達していますので、総

会が成立していることをご報告いたします。なお、２番・久保繁委員、１１番・   

中島康範委員から欠席の届出があっております。以上で、報告を終わります。 

議   長   それでは議事に入る前に、諫早市農業委員会総会会議規則第１９条第２項に規定

の議事録署名人を定めたいと存じます。 

         私に、ご一任いただければ指名したいと思いますが、いかがでしょうか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

議   長   異議なしということでありますので、議事録署名人に９番・長谷川博委員、１３

番・陣野昭則委員のご両人にお願いいたします。 

        それでは、議事に入りますが、議事進行上、発言される際は、挙手をし、議長の

許可を受けてから、氏名を告げて発言願います。 

また、発言は、簡明に、議題外、又はその範囲を越えないようにお願いします。 

（議案第１号）  それでは、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請書審議の件」を議題

といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請書審議の件」について説明しま

す。 

        １番、諫早地区、本明町の農地２筆、計１，０９５㎡について、農業経営規模拡

大を行うため、贈与を受ける申請です。権利取得後の農地面積は２２，６９８㎡で、

農業委員会が定める下限面積を超えています。トラクターや軽トラック等の機械を

所有されており、家族と一緒に農作業をされています。また、農業に３０年間従事

され、譲受人宅から申請地まで車で約５分以内でありますので、機械、労働力、技

術、通作距離に問題は無いと思われます。 

        ２番、小栗地区、土師野尾町の農地１筆、１，６９７㎡について、農業経営規模

拡大を行うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は１５，４６６．５８

㎡で、農業委員会が定める下限面積を超えています。農地所有適格法人の要件は満

たされており、トラクターや軽トラック等の機械も所有されております。また、農

作業をする役員の人数も経験も十分あると思われ、譲受人の事業所から申請地まで

は車で約３０分以内でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無い

と思われます。 

        ３番、小野地区、赤崎町の農地１筆、３，４１０㎡について、農業経営規模拡大

を行うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は１４，５１０㎡で、農業

委員会が定める下限面積を超えています。トラクターや軽トラック等の機械を所有

されており、家族と一緒に農作業をされています。また、農業に５０年間従事され、

譲受人宅から申請地までは車で約５分以内でありますので、機械、労働力、技術、
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通作距離に問題は無いと思われます。 

        ４番、有喜地区、中通町の農地１筆、３７２㎡について、農業経営規模拡大を行

うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は４，１４１㎡で、農業委員会

が定める下限面積を超えています。トラクターや軽トラック等の機械を所有されて

おり、家族と一緒に農作業をされています。また、農業に１０年間従事され、譲受

人宅から申請地までは車で約５分以内でありますので、機械、労働力、技術、通作

距離に問題は無いと思われます。 

         ５番、長田地区、中田町の農地１筆、１，５１１㎡について、耕作に便利なため、

代物弁済とする申請です。権利取得後の農地面積は４０，７６３㎡で、農業委員会

が定める下限面積を超えています。トラクターや軽トラック等の機械を所有されて

おり、家族と一緒に農作業をされています。また、農業に５９年従事され、譲受人

宅から申請地までは徒歩で約６分以内でありますので、機械、労働力、技術、通作

距離に問題は無いと思われます。 

         ６番、飯盛地区、飯盛町後田の農地３筆、計３，４０４㎡について、農業経営規

模拡大を行うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は４，６０８．７４

㎡で、農業委員会が定める下限面積を超えています。トラクターや軽トラック等の

機械を所有されており、また、農業に５０年間従事され、譲受人宅から申請地まで

は車で約１０分以内でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無い

と思われます。 

         ７番、高来地区、高来町金崎の農地１筆、２５６㎡について、耕作に便利なため、

購入する申請です。権利取得後の農地面積は５，９５２㎡で、農業委員会が定める

下限面積を超えています。トラクターや軽トラック等の機械を所有されており、家

族と一緒に農作業をされています。また、農業に２５年間従事され、譲受人宅から

申請地までは徒歩で約１０分以内でありますので、機械、労働力、技術、通作距離

に問題は無いと思われます。 

         ８番、高来地区、高来町船津の農地３筆、計３，８５１㎡について、農業経営規

模拡大を行うため購入する申請です。権利取得後の農地面積は１５，４６６．５８

㎡で、農業委員会が定める下限面積を超えています。農地所有適格法人の要件は満

たされており、トラクターや軽トラック等の機械も所有されております。また、農

作業をする役員の人数も経験も十分あると思われ、譲受人の事業所から申請地まで

は車で約２０分以内でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無い

と思われます。 

         ９番、小長井地区、小長井町大搦の農地１筆、７０８㎡について、農業経営規模

拡大を行うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は１５，４６６．５８

㎡で、農業委員会が定める下限面積を超えています。農地所有適格法人の要件は満

たされており、トラクターや軽トラック等の機械も所有されております。また、農

作業をする役員の人数も経験も十分あると思われ、譲受人の事業所から申請地まで

は車で約３５分以内でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無い

と思われます。 
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         １０番、小長井地区、小長井町田原の農地４筆、計４，３１５㎡について、農業

経営規模拡大を行うため購入する申請です。権利取得後の農地面積は１２，３３９

㎡で、農業委員会が定める下限面積を超えています。トラクターや軽トラック等の

機械を所有されております。また、農業に４０年間従事され、譲受人宅から申請地

までは車で約３分以内でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無

いと思われます。議案第１号については、以上となっております。 

議   長   議案第１号の説明がありましたので、１番・諫早地区担当の委員さん補足説明を

お願いします。 

委   員   １番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、贈与を受ける農

地において年間を通し、玉ねぎ・大根等を栽培されると見込まれます。権利取得後

において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」

とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号

のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お

願いします。 

議   長   １番の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、１番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、２番・小栗地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ２番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、ハナシバ、梅を栽培されると見込まれます。権利取得後におい

て周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのこ

とであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいず

れにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願いし

ます。 

議   長   ２番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、２番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、２番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、３番・小野地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ３番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、水稲を栽培されると見込まれます。権利取得後において周辺地

域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのことであり、

地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれにも該当

しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願いします。 
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議   長   ３番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、３番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、３番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、４番・有喜地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ４番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、バレイショを栽培されると見込まれます。権利取得後において

周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのこと

であり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれ

にも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願いしま

す。 

議   長   ４番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、４番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、４番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、５番・長田地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ５番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、代物弁済を受け

る農地において年間を通し、ブロッコリー等を栽培されると見込まれます。権利取

得後において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力す

る。」とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２

項各号のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。 

この件は代物弁済ということですが、譲受人と譲渡人との間に金銭の貸借があった

ものを、土地として返済するという説明がありました。また、この農地については、

たまたま私が土地改良区の理事長をしていますので、改良区内の農地だとわかりま

した。そして、行政書士から私にはちゃんと連絡がありまして、登記が完了次第、

譲受人から土地改良区へ連絡をするということでした。この件については、しっか

りと処理が出来ていたとは思いますけれども、今後、土地改良区内の農地の所有権

移転については、事務局で把握できれば、事前に土地改良区へ連絡をした方がいい

のではないかと思いました。今後の配慮をよろしくお願いします。 

議   長   事務局から何かありますか。 

事 務 局   今後については、登記簿等で確認して事務を進めて参りたいと思います。 

議   長   ５番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、５番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 
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（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、５番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、６番・飯盛地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ６番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、バレイショ・白菜等を栽培されると見込まれます。権利取得後

において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」

とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号

のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お

願いします。 

議   長   ６番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、６番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、６番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、７番と８番・高来地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ７番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、バレイショ・白菜等を栽培されると見込まれます。権利取得後

において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」

とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号

のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。 

委   員   ８番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、ハナシバ、梅を栽培されると見込まれます。権利取得後におい

て周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのこ

とであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいず

れにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願いし

ます。 

議   長   ７番と８番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、７番と８番は申請どおり許可することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、７番と８番は申請どおり許可することに決定いたし

ます。 

議   長   次に、９番と１０番・小長井地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ９番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、ハナシバを栽培されると見込まれます。権利取得後において周

辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのことで

あり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれに
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も該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。 

委   員   １０番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地

において年間を通し、いも・大根等を栽培されると見込まれます。権利取得後にお

いて周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」との

ことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のい

ずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願い

します。 

議   長   ９番と１０番について、何かご質問はありませんか。 

委   員   先程の２番や８番、それとこの９番については、譲受人がハナシバや梅を栽培す

るとのことです。基本的には農地所有適格法人でありますので、反対とかそういう

訳ではないのですが、ハナシバと梅を広範囲で栽培してどうするつもりなのでしょ

うか。ここも太陽光発電施設にするのではないでしょうか。 

事 務 局   この譲受人は、今後、営農型太陽光発電施設を設置する計画となっています。  

現時点においては、具体的にどのような配置にするかはわかりませんが、まずは梅

を植栽して、その間に営農型太陽光発電施設を設置し、その下でハナシバを栽培す

る予定と聞いております。 

委   員   譲受人は、私の地区でも営農型太陽光発電施設を設置して、その下でハナシバを

栽培しております。今後の営農状況をしっかりと見ておきたいと思います。 

委   員   譲受人は、私の地区でも営農型太陽光発電施設を設置して、その下でハナシバを

植栽しております。営農型太陽光の高さは２ｍくらいありまして、現地を確認に行

きましたら、光は十分に入っている状況です。直射日光が当たらないだけでなので、

あれだったら梅でも十分育つだろうという感触を受けています。それから、申請が

あがっているところは、ほとんどが耕作放棄地ですので、きれいにするのであれば

良いことではないでしょうか。ただ、経営として成り立っていくかどうかは、譲受

人の腕次第ではないでしょうか。こちらからやめなさいとは言えないので、まずは

許可をするしかないと思います。 

委   員   耕作放棄地の解消ということでは悪いことではないのですが、営農型ということ

でありますので、営農として成り立っていかないといけないと思います。成り立っ

ていないということであれば、普通の太陽光発電をやればいいことですから、今後、

営農として成り立っていくかを、年度ごとの事業報告書で収益性等をみていっては

どうかと思います。ただ、営農として成り立っていないとなった時に、今後の許可

を出すのか出さないかを判断したらどうかと思います。 

事 務 局   営農型太陽光発電施設につきましては、下部の営農が主ということになりますの

で、一時転用の申請をする時には１０か年の営農計画を添付してもらいます。その

営農計画が適正かどうかということを、次の更新の時に判断していただくことにな

ろうかと思います。また、毎年、報告書を提出する義務があります。計画どおりの

収量や販売ができていなかった場合は、営農自体に問題があるのではないかという

ことで、営農者が随時改善していかなければならないと思いますが、営農に問題が

あるということになれば、農業委員会は一時転用を取り消すこともできるとなって
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います。しかしながら設備投資にかなりの金額をかけており、取り消すことができ

るといっても軽々に取り消すことは難しいと思いますので、やはり営農を主体的に

考えていただかないといけないと思います。先程、委員さんからも発言があったよ

うに営農をしないのであれば、通常の転用申請で太陽光発電施設を設置すればいい

だけなので、今後の営農状況をみていただければと思います。また、営農型太陽光

発電施設が設置された農地については、利用状況調査の対象にもなりますので、各

地区の委員さん方におかれましては、下部の営農状況をよく見ていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

議   長   それでは、各地区の委員さん方は、今後の営農状況をよくみていただきたいと思

います。ほかにご質問等はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、９番と１０番は申請どおり許可することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、９番と１０番は申請どおり許可することに決定いた

します。 

議   長   次に、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請書審議の件」を議題とい 

（議案第２号） たします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請書審議の件」を説明します。 

         １番、小栗地区、小川町の畑１筆２７８㎡について、住宅用地（一般住宅）とす

る転用申請です。契約内容は所有権移転の売買となっており、区域区分は調整区域、

農振白地です。農地の立地基準については、水道管・下水管の２管が通る道路に接

し、おおむね５００ｍ以内に２つ以上の公共施設等がある農地であるため第３種農

地に該当しております。本件は、木造２階建ての住宅を建築するものです。被害防

除計画についてですが、切土を最高１．５ｍ施し、擁壁を設置し被害の発生が無い

ようにします。雨水は道路側溝へ、汚水は公共下水道に接続する計画です。隣接す

る農地は無く、資金については融資証明及び残高証明で確認しています。都市計画

法第４３条第１項に基づく開発許可申請中です。 

         ２番、有喜地区、有喜町の畑１筆２７０㎡の農地について駐車場用地４台分とす

る転用申請です。契約内容は売買。区域区分はその他の区域、農振白地です。農地

の立地基準については第２種農地に該当しております。法面部分等を除いた有効利

用面積は２０３㎡となります。譲受人ですが、普通自動車２台、軽自動車３台、バ

イク３台を所有しており、自宅の駐車場では狭く、勤務先に置かせてもらっていま

す。いつまでも置かせてもらうわけにいかないことや来客時に駐車スペースがなく

困っているとのことで、駐車場用地に転用するものです。申請地については、造成

はなく整地を施し、斜面側に落下防止の車止めを設置し利用します。雨水について

は自然流下、隣接する農地所有者等との協議書が添付されております。資金につい

ては通帳の写しで確認しています。 

         ３番、有喜地区、早見町の畑１筆７５１㎡について、住宅用地（一般住宅）とす
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る転用申請で、区域区分はその他の区域、農振白地です。契約内容は所有権移転の

売買、農地の立地基準については、第２種農地に該当しております。法面部分等を

除いた有効利用面積は４５８．５８㎡となります。申請地ですが、木造平屋建ての

住宅を建築するもので、進入路確保のためと国道からの雨水の浸水被害を防止する

ために、隣接道路並みの高さまで盛土を最高３.３ｍ施します。法面には土砂等の

流失を避けるため、コンクリート擁壁や石積を施します。雨水については道路側溝

へ、汚水等については合併浄化槽を設置する計画となっております。隣接する農地

所有者等との協議書が添付されております。資金については融資証明書及び残高証

明書で確認しています。 

         ４番、長田地区、西里町の畑２筆２５７.４４㎡について、住宅用地（一般住宅）

とする転用申請です。契約内容は所有権移転の売買となっております。区域区分は

調整区域、農振白地です。農地の立地基準については、第２種農地に該当しており

ます。申請地ですが、木造平屋建ての住宅を建築するもので、切土を最高０.６ｍ

行い、切土面には擁壁を設けます。雨水については道路側溝へ、汚水等については

合併浄化槽を設置し同じく道路側溝へ放流する計画となっております。隣接農地は

無く、資金については融資証明書で確認しています。都市計画法第４３条第１項に

基づく開発許可申請中です。 

         ５番、森山地区、森山町唐比北の畑１筆２７２㎡について、住宅用地（一般住宅）

とする転用申請です。契約内容は所有権移転の売買となっております。区域区分は

その他の区域、農振白地です。農地の立地基準については、第２種農地に該当して

おります。申請地ですが、木造平屋建ての住宅を建築するもので、切土を最高   

０.３ｍ行い、土留め工事を行います。雨水については道路側溝へ、汚水等につい

ては下水道に接続する計画となっております。隣接農地は無く、資金については融

資証明書で確認しています。 

         ６番、飯盛地区、飯盛町里の畑１筆４０㎡について、駐車場用地２台分とする転

用申請で、区域区分はその他の区域、農振白地です。契約内容は所有権移転の売買、

農地の立地基準については、第２種農地に該当します。申請者は申請地の横で食品

加工業を営んでおり、ペットフードの生産を行っております。近年のペットブーム

で需要は増加しており、商品の積み込みや来客用の駐車場が足りないとのことで申

請に至りました。申請地ですが、整地を行い、ほぼ現状のまま駐車場として利用し

ます。雨水については自然流下となっております。隣接農地は無く、資金について

は通帳の写しで確認しています。 

         ７番、小長井地区、小長井町遠竹の畑２筆、１，３６８㎡に、併用地の原野１筆

６３９㎡を合わせた計２，００７㎡を、太陽光発電施設用地とする転用申請です。

パネルは３２４枚設置し、フェンス区域面積は９８２㎡、売電単価は１８円となっ

ております。契約内容は所有権移転の売買、区域区分はその他の区域、農振白地で

す。農地の立地基準については第２種農地に該当しております。申請地ですが、造

成をせず現状のまま利用し、雨水の流下対策としてパネル下に縦２，５００ｍｍ、

横４，８００ｍｍ、深さ２００ｍｍの調整池を１７箇所設置します。また、南側の
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フェンス際に幅５００ｍｍ、深さ５００ｍｍの素掘りの側溝を施し雨水を浸透させ

ながら自然流下させます。さらに、南側には隣地との緩衝地も設けており被害の発

生が無いようにします。資金については残高証明書で確認しています。以上で議案

第２号の説明を終わります。 

議   長   議案第２号の説明がありましたので、１番・小栗地区の委員さん補足説明をお願

いします。 

委   員   １番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図等から判断して申請内容は適正であると思われます。ご審議の程よろ

しくお願いします。 

議   長   １番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番は、申請どおり許可することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、１番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、２番と３番・有喜地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ２番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図等から判断して申請内容は適正であると思われます。 

        ３番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図等から判断して申請内容は適正であると思われます。ご審議の程よろ

しくお願いします。 

議   長   ２番と３番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、２番と３番は申請どおり許可することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、２番と３番は申請どおり許可することに決定いたし

ます。 

議   長   次に、４番・長田地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ４番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図等から判断して申請内容は適正であると思われます。ご審議の程よろ

しくお願いします。 

議   長   ４番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、４番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、４番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、５番・森山地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 
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委   員   ５番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図等から判断して申請内容は適正であると思われます。ご審議の程よろ

しくお願いします。 

議   長   ５番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、５番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、５番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、６番・飯盛地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ６番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図等から判断して申請内容は適正であると思われます。ご審議の程よろ

しくお願いします。 

議   長   ６番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、６番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、６番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、７番・小長井地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ７番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図等から判断して申請内容は適正であると思われます。ご審議の程よろ

しくお願いします。 

議   長   ７番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、７番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、７番は申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、議案第３号「農業経営基盤強化促進法による利用権設定審議の件」を議題 

（議案第３号） といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第３号「農業経営基盤強化促進法による利用権設定審議の件」についてご説

明いたします。 

        １番、小野地区、小野町の農地１筆、７５８㎡について、農業経営規模拡大を行

うため使用貸借６年で借り入れる新規設定の申出です。申出人は、水稲・麦の生産

を主体に経営されています。 

         ２番、小野地区、小野島町の農地１筆、８９１㎡について、農業経営規模拡大を

行うため賃貸借６年で借り入れる新規設定の申出です。申出人は、水稲・麦の生産

を主体に経営されています。 
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         ３番と４番は借受人が同一の案件です。 

         ３番、小野地区、小野島町の農地４筆、計６，９００㎡、 

         ４番、小野地区、小野島町の農地１筆、２４６㎡、計５筆７，１４６㎡について、

農業経営規模拡大を行うため賃貸借６年で借り入れる新規設定の申出です。申出人

は、水稲・麦の生産を主体に経営されています。 

         ５番から７番は借受人が同一の案件です。 

         ５番、有喜地区、早見町の農地１筆、１，５２６㎡、 

         ６番、有喜地区、早見町の農地１筆、１，１２０㎡、 

         ７番、有喜地区、早見町の農地２筆、１，３５１㎡、計４筆３，９９７㎡につい

て、農業経営規模拡大を行うため、賃貸借１０年で借り入れる新規設定の申出です。

申出人は、バレイショの生産を主体に経営されています。 

         ８番、森山地区、森山町田尻の農地２筆、計３，７５１．１８㎡について、農業

経営規模拡大を行うため賃貸借１０年で借り入れる新規設定の申出です。申出人は、

水稲・麦の生産を主体に経営されています。 

         ９番と１０番は譲受人が同一の案件です。 

         ９番、小野地区、赤崎町の農地２筆、計２，８７７㎡、 

         １０番、小野地区、赤崎町の農地２筆、計１，６１２㎡、計４筆４，４８９㎡に

ついて、農業経営規模拡大を行うため購入する申出です。申出人は、水稲・麦の生

産を主体に経営されています。 

         １１番、小野地区、赤崎町の農地１筆、３，１９５㎡について、農業経営規模拡

大を行うため購入する申出です。申出人は、水稲・麦の生産を主体に経営されてい

ます。 

         １２番、飯盛地区、飯盛町中山の農地２筆、計３，０９５㎡について、農業経営

規模拡大を行うため購入する申出です。申出人は、バレイショ・人参の生産を主体

に経営されています。 

         １３番と１４番は譲受人が同一の案件です。 

         １３番、高来地区、高来町泉の農地１筆、３１０㎡、 

         １４番、高来地区、高来町泉の農地１筆、１，７２４㎡、計２筆２，０３４㎡に

ついて、農業経営規模拡大を行うため購入する申出です。申出人は、水稲・そば等

の生産を主体に経営されています。 

         以上、１番から１４番の申し出は、権利取得後の全ての農地について、年間を通

して耕作されると認められるため、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしています。議案第３号の１番から１４番については、以上となっており

ます。 

議   長   事務局から説明がありましたが、１番から４番について、何かご質問はありませ

んか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番から４番は、申出どおり許可することにご異議

ありませんか。 
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（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、１番から４番は、申出どおり許可することに決定い

たします。 

議   長   次の議案第３号の５番から７番は、５番委員に関する事項でございますので、農

業委員会等に関する法律第３１条の規定により、５番委員の退席を求めます。 

        （５番委員退席） 

議   長   ５番から７番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、５番から７番は、申出どおり許可することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、５番から７番は、申出どおり許可することに決定い

たします。 

        ５番委員の入場を求めます。 

         （５番委員・入場→着席） 

議   長   続きまして、８番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、８番は、申出どおり許可することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、８番は、申出どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次の議案第３号の９番と１０番は、１２番委員に関する事項でございますので、

農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、１２番委員の退席を求めます。 

        （１２番委員退席） 

議   長   ９番と１０番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、９番と１０番は、申出どおり許可することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、９番と１０番は、申出どおり許可することに決定い

たします。 

        １２番委員の入場を求めます。 

         （１２番委員・入場→着席） 

議   長   続きまして、１１番から１４番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１１番から１４番は、申出どおり許可することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、１１番から１４番は、申出どおり許可することに決
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定いたします。 

（議案第３,４号） 続きまして、関連がありますので、議案第３号の１５番から３５番、議案第４号

「農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画に対する意見聴取の件」について、

一括して議題とします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第３号の１５番、小野地区、小野町の農地３筆、計２，０７７㎡を、議案第

４号の１番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。権利

の設定を受ける者は、水稲・麦の生産を主体に経営されており、今回、権利の設定

を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

議案第３号の１６番、森山地区、森山町田尻の農地９筆、９，５０８．５６㎡、 

議案第３号の１７番、森山地区、森山町田尻の農地４筆、４，２８８．６５㎡、 

議案第３号の１８番、森山地区、森山町田尻の農地２筆、２，３１２㎡、 

         議案第３号の１９番、森山地区、森山町田尻の農地２筆、１，７８０㎡、 

        合計１７筆、１７，８８９.２１㎡を、議案第４号の２番に使用貸借１０年で新規

に権利設定する農用地利用配分計画です。権利の設定を受ける者は、水稲・麦の生

産を主体に経営されており、今回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模

拡大に繋がります。 

         議案第３号の２０番、森山地区、森山町田尻の農地３筆、４，３８９㎡を、議案

第４号の３番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。権

利の設定を受ける者は、水稲・麦の生産を主体に経営されており、今回、権利の設

定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

         議案第３号の２１番、森山地区、森山町田尻の農地２筆、２，２４９㎡、 

         議案第３号の２２番、森山地区、森山町田尻の農地１筆、２，１２６㎡、 

         議案第３号の２３番、森山地区、森山町田尻の農地５筆、４，１４３．４２㎡、 

         議案第３号の２４番、森山地区、森山町田尻の農地２筆、１，５９７㎡、 

         議案第３号の２５番、森山地区、森山町田尻の農地１筆、１，１６９㎡、 

         議案第３号の２６番、森山地区、森山町田尻の農地１筆、２，２８０㎡、 

         議案第３号の２７番、森山地区、森山町田尻の農地２筆、２，１５８㎡、 

        合計１４筆１５，７２２.４２㎡を、議案第４号の４番に使用貸借１０年で新規に

権利設定する農用地利用配分計画です。権利の設定を受ける者は、水稲・麦の生産

を主体に経営されており、今回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模拡

大に繋がります。 

         議案第３号の２８番、森山地区、森山町田尻の農地４筆、４，４２０㎡、 

         議案第３号の２９番、森山地区、森山町田尻の農地１筆、２，２５８㎡、 

         議案第３号の３０番、森山地区、森山町田尻の農地２筆、２，０６５㎡、 

         議案第３号の３１番、森山地区、森山町田尻の農地１筆、１，１８０㎡、 

        合計８筆９，９２３㎡を、議案第４号の５番に使用貸借１０年で新規に権利設定す

る農用地利用配分計画です。権利の設定を受ける者は、水稲・麦の生産を主体に経

営されており、今回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がり

ます。 
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         議案第３号の３２番、森山地区、森山町田尻の農地２筆、３，９５１.１７㎡を、

議案第４号の６番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画で

す。権利の設定を受ける者は、水稲・麦の生産を主体に経営されており、今回、権

利の設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

         議案第３号の３３番、森山地区、森山町田尻の農地１筆、３，９６６㎡を、議案

第４号の７番に使用貸借１０年で新規に設定する農用地利用配分計画です。権利の

設定を受ける者は、水稲・野菜の生産を主体に経営されており、今回、権利の設定

を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

         議案第３号の３４番、飯盛地区、飯盛町後田の農地３筆、３，１０７㎡を、議案

第４号の８番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。権

利の設定を受ける者は、ショウガ、里芋等の生産を主体に経営されており、今回、

権利の設定を受けることにより、農地中間管理事業の活用に繋がります。 

         議案第３号の３５番、高来地区、高来町金崎の農地１筆、７０４㎡を、議案第４

号の９番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。権利の

設定を受ける者は、ブロッコリー、レタスの生産を主体に経営されており、今回、

権利の設定を受けることにより農業経営規模拡大に繋がります。 

         続きまして、議案第４号の配分計画の変更について、説明します。 

        既に農業経営基盤強化促進法により農地中間管理機構が利用権の設定を受けて

いる飯盛地区、飯盛町後田の農地１筆、１，２９２㎡、 

        飯盛地区、飯盛町後田の農地２筆、２，１１６㎡、合計３筆計３，４０８㎡につ

いて、議案第４号の１０番のとおり、配分を受ける者の変更を行う農用地利用配分

計画です。権利の設定を受ける者は、野菜の生産を主体に経営しており、経営移譲

をするために、父から子に権利設定の変更を行うものです。契約内容は、賃貸借と

なっており、貸借期間は従前の貸借期間の残存期間である５年１０か月となってい

ます。  

         以上、議案第３号の１５番から３５番までの申出は農地中間管理事業の実施に係

るものと認められるため、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号の要件を

満たしています。また、第４号議案の１番から１０番までの農用地利用配分計画は、

「農地中間管理事業実施に関する規程」の「貸付先決定ルール」に基づき作成され

たものであります。説明は、以上となります。 

議   長   議案第３号の１５番から３５番、議案第４号の１番から１０番について、何かご

質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、議案第３号の１５番から３５番を許可し、議案第４

号の１番から１０番を「意見なし」とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、議案第３号の１５番から３５番を許可し、議案第４

号の１番から１０番を「意見なし」とすることに決定いたします。 

（報   告）  次に、報告案件について、事務局より報告願います。 
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事 務 局   報告第１号「農地法第３条の３の規定による届出書受理の件」について報告しま

す。 

        諫早地区から２件、小栗・小野地区から１件、本野地区から１件、有喜・森山地

区から１件、多良見地区から１件、小長井地区から１件、合計７件の届出が出てお

ります。届出理由は、全て相続により農地の所有権を取得したためです。 

         報告第２号 「農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知の件」につい

て報告します。 

         小野地区から２件、有喜地区から２件、長田地区から１件、森山地区から４件、

飯盛地区から１件、高来地区から１件、合計１１件の通知が出ています。解約理由

としましては、小野地区、長田地区、高来地区の各１件が売買するため、小野地区

のもう１件と有喜地区の２件が耕作者を変更するため、森山地区の４件が農地中間

管理機構に貸し付けるため、飯盛地区の１件が自ら耕作を行うためとなっておりま

す。 

         報告第３号 「農地法第４条の規定による農地転用届出書受理の件」について報

告します。 

        １番、真津山地区、真崎町の畑１筆４５６㎡を、貸駐車場用地２０台分とする届

出です。 

        報告第４号「農地法第５条の規定による農地転用届出書受理の件」につきまして

ご報告いたします。 

        １番、諫早地区、福田町の畑２筆７０５㎡を、住宅用地、貸家２棟にする贈与の

届出です。 

         ２番、諫早地区、泉町の畑２筆３２１㎡を、併用地の宅地と併せて住宅用地、分

譲宅地３区画にする売買の届出です。 

         ３番、諫早地区、栄田町の畑１筆６３３㎡を、住宅用地、分譲宅地２区画にする

売買の届出です。 

         ４番、小栗地区、平山町の畑１筆７５４㎡を、住宅用地、貸家２棟にする売買の

届出です。 

         ５番、小栗地区、鷲崎町の畑１筆２３７㎡を、住宅用地、一般住宅にする売買の

届出です。 

         ６番、真津山地区、久山町の田１筆１９９㎡を、貸駐車場用地５台分にする売買

の届出です。 

         ７番、多良見地区、多良見町木床の畑１筆３２９㎡を、住宅用地、一般住宅にす

る遺贈の届出です。以上で報告を終わります。 

議   長   ただいまの報告の件について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   なければ、報告の件は、ご了承をお願いいたします。 

議   長   以上をもちまして、提出されました案件は全て終了いたしました。 

        お諮りします。議決されました案件につきましては、字句、数字、その他整理を

要するものがありました場合、その整理を議長に委任されたいと思います。これに
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ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議ありませんので、これらの整理を要するものにつきましては、議長に委任

することに決定いたしました。 

議   長   本日の、農地法等に係る審議結果をご報告します。 

議案第１号  農地法第３条許可                 １０件。 

議案第２号  農地法第５条許可                  ７件。 

議案第３号  農業経営基盤強化促進法による利用権設定      ３５件。 

議案第４号  農地中間理事業に係る農用地利用配分計画      １０件。 

以上、審議件数は、全部で６２件でございました。 

         以上で本日の審議事項等はすべて終了いたしました。 

         委員さん方から何かご質問等はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   なければ、事務局から連絡事項等はありませんか。 

事 務 局   （事務連絡） 

議   長   それでは、これをもちまして、令和４年度諫早市農業委員会第９回総会を閉会い

たします。ありがとうございました。 
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